
地域公共交通会議設置要綱の一部改正 

及び財務規程の制定（案）について 

○協議趣旨 

これまで当会議に関連する事業費につきましては、富津市一般会計に

おいて予算措置してまいりましたが、令和４年度に地域公共交通調査事

業（交通計画策定事業）を実施するにあたり、国の地域公共交通確保維

持改善事業費補助金の交付申請を予定していることに関連し、今回から

本補助金の申請者は活性化法法定協議会（公共交通会議）となることが

示されたことから、市からの負担金、国からの交付金の受け皿となる公

共交通会議名義の口座開設の準備を進めております。 

今後、公共交通会議として予算の執行等、管理が必要となりますこと

から、事務の適正処理、正確性・透明性を確保するため、公共交通会議

の役員に「監事」を追加いたしたく、今般、富津市地域公共交通会議設

置要綱の一部改正と、併せて富津市地域公共交通会議財務規程の制定に

ついてご提案申し上げるものです。 
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富津市地域公共交通会議設置要綱（平成29年富津市告示第3号）新旧対照表（案） 

現   行 改 正 案 

＿＿＿＿＿ （事務所） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿

第２条 会議の事務所は、富津市下飯野2443番地富津市役所内に置

く。 

（協議事項） （協議事項） 

第２条 会議は、次に掲げる事項について協議する。 第３条 会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 計画の作成及び変更に関する事項 (１) 計画の作成及び変更に関する事項 

(２) 計画の実施に関する事項 (２) 計画の実施に関する事項 

(３) 地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便

の増進を図るために必要な旅客輸送に関する事項 

(３) 地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便

の増進を図るために必要な旅客輸送に関する事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項 (４) 前３号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項 

（組織） （組織） 

第３条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者を委員と

して組織する。 

第４条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者を委員と

して組織する。 

(１) 富津市長又はその指名する者 (１) 富津市長又はその指名する者 

(２) 一般乗合旅客自動車運送事業者 (２) 一般乗合旅客自動車運送事業者 

(３) 一般乗用旅客自動車運送事業者 (３) 一般乗用旅客自動車運送事業者 

(４) 鉄道事業者 (４) 鉄道事業者 

(５) 一般旅客定期航路事業を営む者 (５) 一般旅客定期航路事業を営む者 

(６) 市民又は利用者 (６) 市民又は利用者 

(７) 関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者 (７) 関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者 

(８) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送

事業者の組織する団体 

(８) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送

事業者の組織する団体 

(９) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織す

る団体 

(９) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織す

る団体 

(10) 道路管理者又はその指名する者 (10) 道路管理者又はその指名する者 
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(11) 富津警察署長又はその指名する者 (11) 富津警察署長又はその指名する者 

(12) 君津市長又はその指名する者 (12) 君津市長又はその指名する者 

(13) 市において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利

活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者 

(13) 市において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利

活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者 

(14) 地域公共交通に係る学識経験を有する者 (14) 地域公共交通に係る学識経験を有する者 

(15) 前各号に掲げるもののほか、会長が会議の運営上必要と認め

る者 

(15) 前各号に掲げるもののほか、会長が会議の運営上必要と認め

る者 

（任期） （任期） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠

員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠

員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） （会長及び副会長） 

第５条 会議に会長及び副会長を置き、会長は富津市長又はその指名

する者をもってこれに充て、副会長は委員のうち会長が指名する者

をもって充てる。 

第６条 会議に会長及び副会長を置き、会長は富津市長又はその指名

する者をもってこれに充て、副会長は委員のうち会長が指名する者

をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 ２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき

は、その職務を代理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） （会議） 

第６条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 第７条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 ２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

３ 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、会長は、会議で議決すべき案件が軽

易であると認めるとき、緊急を要するため会議を招集する時間的余

裕がないと認めるときその他やむを得ない事情があると認めるとき

は、書面により議決を行うことができる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、会長は、会議で議決すべき案件が軽

易であると認めるとき、緊急を要するため会議を招集する時間的余

裕がないと認めるときその他やむを得ない事情があると認めるとき

は、書面により議決を行うことができる。 

５ 第３項の規定は、前項の書面による議決について準用する。 ５ 第３項の規定は、前項の書面による議決について準用する。 
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６ 第３条第２号から第５号まで及び第７号から第13号までに掲げる

委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないと

きは、会議の出席及び議決権の行使を代理人に委任することができ

る。この場合において、第２項の規定の適用については、当該委員

は出席したものとみなす。 

６ 第４条第２号から第５号まで及び第７号から第13号までに掲げる

委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないと

きは、会議の出席及び議決権の行使を代理人に委任することができ

る。この場合において、第２項の規定の適用については、当該委員

は出席したものとみなす。 

（意見の聴取等） （意見の聴取等） 

第７条 会長は、必要と認める者を会議に出席させ、意見若しくは説

明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

第８条 会長は、必要と認める者を会議に出席させ、意見若しくは説

明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。 

（協議結果の取扱い） （協議結果の取扱い） 

第８条 関係者は、会議において協議が調った事項については、その

結果を尊重し、当該事項の実施に努めるものとする。 

第９条 関係者は、会議において協議が調った事項については、その

結果を尊重し、当該事項の実施に努めるものとする。 

（分科会） （分科会） 

第９条 第２条各号に掲げる事項について、専門的な調査及び検討を

するため、必要に応じて会議に分科会を設置することができる。 

第10条 第３条各号に掲げる事項について、専門的な調査及び検討を

するため、必要に応じて会議に分科会を設置することができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 ２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（報償費） （報償費） 

第10条 第３条第６号及び第14号に掲げる委員が会議に出席したとき

は、報償として日額6,800円を支払うものとする。 

第11条 第４条第６号及び第14号に掲げる委員が会議に出席したとき

は、報償として日額6,800円を支払うものとする。 

（守秘義務） （守秘義務） 

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。 

（庶務＿） （事務局） 

第12条 会議の庶務は、総務部企画課において処理する。＿ 第13条 会議の事務を処理するため、会議に事務局を置く。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ２ 事務局は、富津市総務部企画課に置く。 
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＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充

てる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

＿＿＿＿＿＿＿ （経費の負担） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第14条 会議の運営に要する経費は、国の補助金、他の団体等からの

負担金、繰越金及びその他の収入をもって充てる。 

＿＿＿＿ （監査） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿

第15条 会議に監査委員を置き、会長が指名する者をもって充てる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿

２ 監査委員は、出納監査を行い、その結果を会長に報告しなければ

ならない。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （財務に関する事項） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第16条 会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項

は、会長が別に定める。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （会議が解散した場合の措置） 

＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第17条 会議が解散した場合においては、会議の収支は解散の日をも

って打ち切り、会長であった者がこれを決算する。 

（補則） （補則） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会

長が会議に諮って別に定める。 

第18条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会

長が会議に諮って別に定める。 
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○富津市地域公共交通会議設置要綱（案） 

平成29年１月25日告示第３号 

改正 

平成29年９月22日告示第102号 

令和３年３月17日告示第39号 

富津市地域公共交通会議設置要綱 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第６

条第１項の規定に基づき地域公共交通計画（以下「計画」という。）の作成及び

実施に関し必要な協議を行い、並びに道路運送法（昭和26年法律第183号）の規

定に基づき地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を

図るために必要な協議を行うため、富津市地域公共交通会議（以下「会議」とい

う。）を設置する。 

（事務所） 

第２条 会議の事務所は、富津市下飯野2443番地富津市役所内に置く。 

（協議事項） 

第３条 会議は、次に掲げる事項について協議する。 

(１) 計画の作成及び変更に関する事項 

(２) 計画の実施に関する事項 

(３) 地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図る

ために必要な旅客輸送に関する事項 

(４) 前３号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項 

（組織） 

第４条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する者を委員として組織する。 

(１) 富津市長又はその指名する者 

(２) 一般乗合旅客自動車運送事業者 

(３) 一般乗用旅客自動車運送事業者 

(４) 鉄道事業者 

(５) 一般旅客定期航路事業を営む者 

(６) 市民又は利用者 
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(７) 関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者 

(８) 一般乗合旅客自動車運送事業者その他の一般旅客自動車運送事業者の組織

する団体 

(９) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体 

(10) 道路管理者又はその指名する者 

(11) 富津警察署長又はその指名する者 

(12) 君津市長又はその指名する者 

(13) 市において現に自家用有償旅客運送を行っている特定非営利活動法人等の

団体に所属する者のうちその代表者が指名する者 

(14) 地域公共交通に係る学識経験を有する者 

(15) 前各号に掲げるもののほか、会長が会議の運営上必要と認める者 

（任期） 

第５条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場

合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第６条 会議に会長及び副会長を置き、会長は富津市長又はその指名する者をもっ

てこれに充て、副会長は委員のうち会長が指名する者をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

（会議） 

第７条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

４ 前３項の規定にかかわらず、会長は、会議で議決すべき案件が軽易であると認

めるとき、緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないと認めるときその

他やむを得ない事情があると認めるときは、書面により議決を行うことができる。 

５ 第３項の規定は、前項の書面による議決について準用する。 

６ 第４条第２号から第５号まで及び第７号から第13号までに掲げる委員は、事故
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その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、会議の出席及び議決

権の行使を代理人に委任することができる。この場合において、第２項の規定の

適用については、当該委員は出席したものとみなす。 

（意見の聴取等） 

第８条 会長は、必要と認める者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又

は必要な書類の提出を求めることができる。 

（協議結果の取扱い） 

第９条 関係者は、会議において協議が調った事項については、その結果を尊重し、

当該事項の実施に努めるものとする。 

（分科会） 

第10条 第３条各号に掲げる事項について、専門的な調査及び検討をするため、必

要に応じて会議に分科会を設置することができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

（報償費） 

第11条 第４条第６号及び第14号に掲げる委員が会議に出席したときは、報償とし

て日額6,800円を支払うものとする。 

（守秘義務） 

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。 

（事務局） 

第13条 会議の事務を処理するため、会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、富津市総務部企画課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（経費の負担） 

第14条 会議の運営に要する経費は、国の補助金、他の団体等からの負担金、繰越

金及びその他の収入をもって充てる。 

（監査） 

第15条 会議に監査委員を置き、会長が指名する者をもって充てる。 

２ 監査委員は、出納監査を行い、その結果を会長に報告しなければならない。 
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（財務に関する事項） 

第16条 会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に

定める。 

（会議が解散した場合の措置） 

第17条 会議が解散した場合においては、会議の収支は解散の日をもって打ち切り、

会長であった者がこれを決算する。 

（補則） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮

って別に定める。 

附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 
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富津市地域公共会議財務規程（案） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、富津市地域公共会議設置要綱第 16 条の規定により、富津市地

域公共会議（以下「会議」という。）の財務に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（予算） 

第２条 会議の予算は、富津市からの負担金、関係団体等からの負担金、国からの

補助金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、会議の運営及び事業に係る

経費をもって歳出とする。 

２ 会議の会長（以下「会長」という。）は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前

に会議に諮るものとする。 

３ 会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終了する。ただし、

当該年度の出納は翌年の５月 31 日をもって閉鎖するものとする。 

４ 会長は、第２項の規定により、予算が会議の承認を得たときは、当該予算書の

写しを速やかに富津市長に送付しなければならない。 

（予算の補正） 

第３条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、

これを調製し、速やかに会議に諮るものとする。 

２ 前項の規定により、補正予算が会議の承認を得たときは、前条第４項の規定を

準用する。 

（予算区分） 

第４条 歳入予算の区分は、別表１のとおりとする。 

２ 歳出予算の区分は、別表２のとおりとする。 

３ 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表１及び別表２を変更

することができる。 

（予算の流用及び予備費の充用）  

第５条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、会長の決定によるものとする。 



- 10 - 

２ 会長は、前項の規定により歳出予算の流用及び予備費の充用をしたときは、当

該会計年度の末日までに会議に報告しなければならない。 

（出納及び現金等の保管） 

第６条 会議の出納は、会長が行う。 

２ 会議に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預けなければならない。 

 （会議出納員） 

第７条 会長は、会議の事務局職員のうちから会議出納員を命ずることができる。 

２ 会議出納員は、会長の命を受けて、会議の出納その他会計事務を処理する。 

（収入及び支出の手続） 

第８条 会議の予算に係る収入及び支出の手続きは、富津市の例により行うものと

する。 

２ 会議出納員は、次の各号に定める簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。 

(1) 予算整理簿 

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な簿冊 

（決算等） 

第９条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、会議の決算を調整し、会議の承認

を得るものとする。 

２ 会長は、前項の承認を得るにあたっては、設置要綱第 15 条の規定に定められた

監査委員の監査を受け、その結果を添えなければならない。 

３ 会長は、第１項の規定により会議の承認を得たときは、当該決算書の写しを速

やかに富津市長に送付しなければならない。 

（委任） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

附 則 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 
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別表１（第４条関係） 

歳入予算の区分 

款 項 目 

１ 負担金 １ 負担金 １ 負担金 

２ 国庫支出金 １ 国庫補助金 １ 国庫補助金 

３ 繰越金 １ 繰越金 １ 繰越金 

４ 諸収入 １ 雑入 １ 雑入 

別表２（第４条関係） 

歳出予算の区分 

款 項 目 

１ 総務費 １ 総務管理費 １ 会議費 

２ 事務費 

２ 事業費 １ 事業費 １ 事業費 

３ 返還金 １ 返還金 １ 返還金 

４ 予備費 １ 予備費 １ 予備費 


